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１００ 浦和実業学園中学校学則 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第 １ 条 本校は教育基本法及び学校教育法の精神に基づいて、小学校における教育の上 

に中等普通教育を施し、深い知性とおおらかな徳性を備え、かつ勤労と責任を重んじる 

国家及び社会の有為な形成者の育成を目的とする。  

 （名称） 

第 ２ 条 本校は浦和実業学園中学校という。 

 （位置） 

第 ３ 条 本校の位置はさいたま市南区文蔵三丁目９番１号とする。 

  

   第２章 学級編成及び収容人員 

 

 （学級編成及び収容人員） 

第 ４ 条 本校は男女共学とし、学級編成及び収容定員は次のとおりとする。      

学  年 学 級 収容定員 

第１学年 ３学級 １２０名 

第２学年 ３学級 １２０名 

第３学年 ３学級 １２０名 

 計 ９学級 ３６０名 

  

   第３章 修業年限・学年・学期及び休業日等  

 

 （修業年限） 

第 ５ 条 本校の修業年限は３年とする。 

 （学年） 

第 ６ 条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

 （学期） 

第 ７ 条 学年を分けて次の３学期とする。 

      第１学期      ４月１日から ８月３１日まで 

      第２学期      ９月１日から１２月３１日まで 

第３学期    翌年１月１日から ３月３１日まで 
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 （休業日・臨時授業日及び臨時休業日）  

第 ８ 条 休業日は次のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

（３） 県民の日（昭和４６年埼玉県条例第５８号）１１月１４日 

（４） 創立記念日     ５月１日 

（５） 夏季休業日     ７月２１日から  ８月３１日まで 

（６） 冬季休業日    １２月２５日から翌年１月 ７日まで 

（７） 春季休業日     ３月２５日から  ４月 ７日まで 

２ 教育上必要があり、かつやむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず休業日に

授業を行うことがある。 

３ 非常・変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。  

 

   第４章 入学・転学・退学及び休学 

 

 （入学資格） 

第 ９ 条 第１学年に入学することのできる者は、小学校を卒業した者又はこれに準ずる 

学校を卒業した者とする。 

 （転入学及び編入学資格） 

第１０条 各学年に転入学できる者は、前学年の課程を修了し、当該学年の課程を履修す

 るに適当と認められた者とする。 

２ 各学年に編入学できる者は、相当学年に達し、各学年の課程を修了した者と同等以上

 の学力があると認められた者とする。 

３ 転入学又は編入学の志望者に対しては、欠員のある場合選考を行い、入学を許可する

 ことがある。 

 （出願手続） 

第１１条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書、その他必要書類に入学選抜料を添 

えて願い出なければならない。 

 （入学許可） 

第１２条 本校への入学は、校長がこれを許可する。  

 （入学手続） 

第１３条 入学者の選抜に合格した者は、本校所定の誓約書及びその他の書類に入学料を

 添えて、所定の期日までに入学手続をとらなければならない。  

２ 前項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すこと 
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 がある。 

 （転学） 

第１４条 生徒が転学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保証人

 において届け出て許可を受けなければならない。 

 （退学） 

第１５条 生徒が退学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、必要書

 類を添え、保証人において願い出て許可を受けなければならない。  

 （再入学） 

第１６条 第１４条及び前条の規定により、転学又は退学した者が再入学を願い出たとき

 は、その事由により許可することがある。  

 （欠席及び休学） 

第１７条 欠席するときは、保証人、副保証人又は保護者においてその都度届け出なけれ 

 ばならない。 

２ 病気で１週間以上欠席する者は、診断書を添えて保証人より届け出るものとする。 

３ やむを得ない事由で３ケ月以上登校の見込みがなく、休学を希望する者は、保証人か 

らその事由を証する書類を添え、休学願を提出し、校長の許可を受けなければならない。  

 （復学） 

第１８条 休学中の者が復学するときは、保証人から復学願を提出し、校長の許可を受け 

なければならない。 

 

   第５章 教育課程、学習評価及び卒業の認定 

 

 （教育課程） 

第１９条 本校の教育課程は、別表に定める教科、特別活動及び総合的学習並びに文部科 

学大臣が別に公示する中学校学習指導要領により編成する。 

 （学習評価） 

第２０条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価して、これを学年末に認定す 

る。 

 （卒業） 

第２１条 前条により生徒が本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授 

与する。 

 

第６章 保証人 
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 （保証人） 

第２２条 保証人は親権者又は後見人であることを要する。但し、生徒が自宅より通学し

 えない者は、副保証人を定めなければならない。この場合、あらかじめ校長の許可を

必 要とする。 

２ 保証人又は副保証人は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、つね 

に学校の教育活動に協力しなければならない。  

 （保証人の変動） 

第２３条 保証人又は副保証人に変更のある場合には、すみやかに届け出なければならな

 い。 

 

第７章 教職員組織 

 

 （教職員組織） 

第２４条 本校の教職員組織は次のとおりとする。 

（１） 校  長  

（２） 副 校 長 

（３） 教  頭   １名以上  

（４） 教  諭   ９名以上 

（５） 養護教諭   １名以上   

（６） 司書教諭   １名以上 

（７） 事務職員   １名以上   

（８） 学 校 医   ３名以上 

２ 校長は校務を総括し、所属職員を監督する。 

 

第８章 授業料、入学金及び入学選抜料等 

 

 （授業料、入学金及び入学選抜料等） 

第２５条 本校の授業料、入学金、入学選抜料等は次のとおりとする。  

（１） 入 学 金       ２３０，０００円 

（２） 施設設備費       １２０，０００円 

（３） 授 業 料（月額）    ２６，０００円 

（４） 実験実習費（月額〉     ２，０００円 

（５） 整 備 費（月額）     ４，０００円 

（６） 特別教育費（月額）       ５００円 
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（７） 維 持 費（年額）    ３２，５００円      

（８） 図書及び図書館維持費（年額）    ２，７００円 

（９） 保健医療費（年額）     ３，２００円 

（10）  教育連絡費（年額）     １，５００円 

（11） 冷 暖 房 費（年額）     ６，２００円 

（12） 入学選抜料        ２０，０００円 

ただし、同一受験者が複数回受験を申請する場合

は２５，０００円とする。 

また、出願時に複数回受験を同時申請しなかった

者が、再度出願する場合は追加受験料を５，０００

円とする。 

 （納入及び納入の特例） 

第２６条 生徒が在籍する間は、出席の有無にかかわらず授業料を所定の期日までに納入

 しなければならない。 

２ 生徒が休学した時は、前項の規定にかかわらず、その始期の属する翌月から授業料を 

免除することがある。 

 （滞納） 

第２７条 正当な理由なくして授業料を３ケ月以上滞納し、その後においても納入の見込

 みがない時は、出席停止を命ずることがある。  

 （納入金の不還付） 

第２８条 第２５条に掲げるすでに納入した納付金は、理由のいかんにかかわらずこれを

 返還しない。 

 

第９章 賞罰その他 

 

 （褒賞） 

第２９条 日常生活及び学業成績優秀で、共同生活に優れた者又は善行のあった者は校 

 長がこれを褒賞することができる。 

２ 就学中勤勉で出席状況の良好な生徒は、前項に準ずることができる。 

 （出席停止） 

第３０条 次に掲げる行為を繰り返し行う等によって、他の生徒の教育を妨げがあると認 

める生徒があるときは、その保証人に対して、生徒の出席停止を命ずることができる。 

（１） 他の生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為。 

（２） 施設又は設備を破壊する行為。 
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 （懲戒） 

第３１条 本校の諸規則を守らず、生徒の本分に反する等の行為のあった者に対しては、 

退学・訓告の処分を行うことがある。 

２ 退学は次の各号の１に該当する者に対して行う。  

（１） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２） 学力劣悪で成績向上の見込みがないと認められる者 

（３） 正当な理由がなくて出席常でない者 

（４） 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

  

  附 則 

１ この学則は、平成１７年 ４ 月 １ 日に制定施行する。 

２ この学則は、平成２０年 ４ 月 １ 日から施行する。 

３ この学則は、平成２１年 ４ 月 １ 日から施行する。 

４ 生徒定員については、第４条の規定にかかわらず、平成２１年度から平成２２年度の  

間、次の表のとおりとする。 

 

 ２１年度 ２２年度 

学 級 収容定員 学 級 収容定員 

第1学年 ３学級 １２０名 ３学級 １２０名 

第2学年 ２学級 ８０名 ３学級 １２０名 

第3学年 ２学級 ８０名 ２学級 ８０名 

 計 ７学級 ２８０名 ８学級 ３２０名 

 

５ この学則は、平成２５年 ９ 月２８日から施行する。 

６ この学則は、平成２９年１０月１１日から施行する。 

７ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

８ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


